
○議長（山口文明） 日程第１、一般質問を行います。 

 順次質問を許します。 

 橋岡協美議員の質問を許します。 

 橋岡協美議員。 

               〔６番 橋岡協美議員登壇〕（拍手） 

 

 

◆６番（橋岡協美） 皆さん、おはようございます。議席６番、橋岡協美でご

ざいます。通告に従いまして、質問させていただきます。 

 市長が重点施策と挙げている企業誘致について伺います。第４次佐倉市総合

計画前期基本計画の中で企業誘致を推進し、既存企業の新たな展開を促進する

とあります。実施計画事業の内容は、市内に新たな事業所等を立地しようとす

る企業に対して、各種助成措置を講じることによって企業の立地促進を図り、

企業誘致に関するその他の支援についてもあわせて検討し、制度の充実を図る

とあります。この誘致制度利用企業は９社、それによる税収増は 12億 9,000万

円、企業誘致にかけた予算は６億円と伺いました。国土交通省から浦田副市長

を初め経済産業省、農水省からの理事を迎え、企業誘致についての具体的な戦

略が定まりつつあると思いますが、その内容について市長に伺います。 

 以降の質問は、自席にてさせていただきます。 

 

 

○議長（山口文明） 市長。 

                  〔市長 蕨 和雄登壇〕 

 

 

◎市長（蕨和雄） 橋岡議員のご質問にお答えいたします。 

 企業誘致についてでございますが、国と地方の税財政改革、いわゆる三位一

体の改革、これらや世界的な景気後退の影響によりまして地方自治体の歳入が

減少しておりまして、自治体を取り巻く環境は大変厳しい状況となっておりま

す。財政状況は、全国的にも悪化してきているのが現状でございます。こうし

たことから、多くの自治体がまちのにぎわいの創出や財源確保などを目標とい

たしまして、企業誘致や地域経済の振興施策などさまざまな取り組みがなされ

ているところでございます。佐倉市におきましても財源確保あるいは雇用の創

出の観点から、企業誘致は積極的に取り組むべき施策でございまして、ぜひと

も成長分野企業を含む優良企業の誘致を図ってまいりたいと考えております。 

 企業誘致の具体的な戦略とのご質問でございますが、当面市内工業団地など



にございます28万平米の遊休地等への誘致を第１の課題として取り組む考えで

ございます。また、市内既存企業の未利用地につきましても企業の意向を伺い

ながら誘致に取り組んでおります。さらには、既存企業の再投資等の支援につ

きましても昨年４月に拡充いたしたところでございますが、企業の皆様の状況

も伺いながら随時見直してまいりたいと考えております。 

 なお、今月中には佐倉第２工業団地内の２万 3,000 平米の土地に延べ床面積

１万平米の新たな企業立地が予定されております。竣工は、来年８月の予定で

あると伺っているところでございます。また、江原台で太陽光発電施設１カ所、

４ヘクタールが10月から稼働しているほか、ちばリサーチパーク内でも１カ所、

1.7ヘクタールが建設中でございまして、年度内に稼働する予定であると伺って

いるところでございます。今後とも企業誘致に地道に取り組んでまいる所存で

ございます。 

 以上でございます。 

 

 

○議長（山口文明） 橋岡協美議員。 

 

 

◆６番（橋岡協美） 来年に第２工業団地の中に２万 3,000 平方メートル、延

べ床面積１万平方メートルの企業立地が予定されている。それから、江原台の

太陽光４ヘクタールに続いてリサーチパーク内に 1.7 ヘクタールの太陽光発電

が工事中であるということを伺いました。もう少しずつでも地道な努力で進め

ていただきたいと思います。 

 産業振興ビジョンの事業シートには、市内の工場適地は既にほぼ埋まってい

る状況であり、外に向けて土地に関する情報を発信できていません。市に受け

皿があることを企業にＰＲする必要があるとあります。そこで、佐倉市として

は市内の空き工場や遊休地などの情報を物件所有者から市に登録申請していた

だき、市ホームページなどを通して広く紹介し、物件所有者と立地希望者が交

渉するとありますが、佐倉市内に企業を誘致できる可能性のある土地はどのく

らいあり、何社様からのお問い合わせがありましたでしょうか。先ほど 28万平

米というお話がありましたが、この可能性のある土地、ほかにもあるかどうか

ということをあわせて伺いたいと思います。何社様からのお問い合わせがあり

ましたでしょうか。また、進出したい企業様の希望に沿って場所の選定をする

のでしょうか。また、昨年度佐倉市が企業誘致のために訪問した企業は何社で

しょうか、お伺いいたします。 

 



 

○議長（山口文明） 産業振興部長。 

 

 

◎産業振興部長（林洋太郎） お答えいたします。 

 市内に企業を誘致できる可能性がある土地でございますが、工業団地等にお

きましては工場適地と考えられる物件は６区画ございまして、面積は合計約 28

万平米となっております。いずれも民間企業の所有となっております。このほ

か本年市が独自に行いました工業団地内企業アンケートによりますと、回答の

あった企業のうち３社が自社敷地の一部及び付随する建屋、計約２万 5,000 平

米の賃貸または譲渡を希望されておりました。 

 次に、企業誘致についてお話をさせていただきました企業につきましては、

昨年度実績でこちらから訪問した企業と合わせまして 22社でございます。この

ほか電話によりますお問い合わせは月平均２件程度でございます。企業を誘致

する場所の選定等につきましては、企業から提示される立地希望条件によりま

して知り得る限りの情報提供を行っているところでございます。 

 以上でございます。 

 

 

○議長（山口文明） 橋岡協美議員。 

 

 

◆６番（橋岡協美） 佐倉市内に企業を誘致できる可能性のある土地は 28万平

米、それから訪問した企業は合わせて 22 社ということでよろしいでしょうか。

お電話によるお問い合わせが月２件程度ということですね。例えば佐倉市内に

は、三菱地所、ちばリサーチパークに研究施設などの企業誘致ができる可能性

のある土地がこの 10 月 22 日現在７区画があり、そのうち２区画が販売済みと

なっています。つまり５区画は現在販売中です。この状況は、平成 20年７月７

日現在と同じで、４年間売却がなかったことをあらわしています。これは、他

地区との優位性がないということでしょうか。 

 北海道苫小牧市の企業誘致担当者からお話を伺いました。ちなみに、苫小牧

市の人口は佐倉市の人口とほぼ同じ自治体であります。苫小牧市は、明治 43年

に王子製紙が工場を設けて以来、国際拠点港湾の苫小牧港を有し、北海道の空

の玄関口である新千歳空港の敷地の一部は苫小牧市であり、また高速道路、幹

線道路が集中しているというまさにすぐれた交通アクセスを抱えた北海道最大

の産業都市です。企業誘致は、これまでに 792 社の実績があり、またきめ細や



かなフォローで撤退した企業は一つもありません。しかしながら、リーマンシ

ョックに加えてさらなる円高で現在は誘致がとても厳しい状況だそうです。交

通の利便性に加え、助成金制度等の優遇措置、ワンストップサービスで行政の

サポートが受けられても誘致は厳しいとはっきりと担当課長はおっしゃってい

ました。企業誘致のために訪問した企業は、平成 22年に 100社、昨年は震災の

影響もあり、50 社だったそうです。企業誘致のために企業を訪問する中には、

市長みずからのトップセールスも欠かすことのできない事柄だと思います。そ

の役割と効果についてお伺いいたします。 

 

 

○議長（山口文明） 産業振興部長。 

 

 

◎産業振興部長（林洋太郎） お答えいたします。 

 トップセールスについてでございますが、自治体の長として佐倉市長には日

ごろから他の自治体の首長や企業のトップとの面会の折には何かと佐倉市をア

ピールしていただいております。企業誘致につきましても金融機関を含む事業

所の代表の方々にも折に触れ佐倉市を売り込んでいただいているところでござ

います。佐倉市は、東京都心及び成田空港に近接し、高速道路や鉄道の便にも

恵まれた企業立地には適地でありまして、この地理的優位性のほか豊かな自然

環境や整備された住環境、充実した誘致助成制度など佐倉市の長所をトップの

方に売り込んでいただくことは大変有効であろうと思っているところでござい

ます。市長には、企業誘致に係る情報につきまして常日ごろから連絡、相談を

させていただきまして、優良企業の立地促進に努めているところでございます。 

 以上でございます。 

 

 

○議長（山口文明） 橋岡協美議員。 

 

 

◆６番（橋岡協美） 苫小牧市では、訪問した企業のうち市長みずからのトッ

プセールスは平成 22年が 27社、平成 23年が 19社、時には北海道知事にも同

行してもらい、ダブルトップがセールスに回ったそうです。 

 さて、昨日の日経新聞で「変わる企業地図」という連載記事の中で、相次ぐ

撤退、雇用に打撃として鹿児島県から 2014年に撤退する大手系列半導体企業の

例や千葉県が 20億円かけて誘致したパナソニック子会社が６年で撤退し、補助



金が３億 4,000 万円しか戻らなかったことが載っていました。また、さらには

各地で企業誘致制度の見直しが進んでいるとして、税の優遇策の拡充や海外流

出を防ぐ方策が、さらに手厚くする自治体がリストアップされています。企業

の動き、他自治体の企業誘致の状況を知ることも大切です。このような状況下

の中で、佐倉市の企業誘致のための情報収集の方法を伺います。 

 

 

○議長（山口文明） 産業振興部長。 

 

 

◎産業振興部長（林洋太郎） お答えいたします。 

 企業誘致のための情報収集につきましては、企業への訪問や立地企業へのア

ンケート調査、金融機関の訪問による情報交換などを中心に国、県との情報交

換を通じまして情報を収集しております。今後は、県内及び近県に立地する企

業に対しましても規模や業種を考慮した上でアンケート調査などを実施し、そ

れらに基づきまして企業訪問についても積極的に実施してまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

 

 

○議長（山口文明） 橋岡協美議員。 

 

 

◆６番（橋岡協美） 訪問とアンケートを行い、情報交換をしていくというこ

とですけれども、苫小牧市では情報収集は北海道庁東京事務所を通じて道と協

力して行っていると伺いました。せっかく国土交通省、それから経済産業省か

ら優秀な人材が佐倉市に来ていますので、そのパイプをぜひ利用していただき

たいと思います。今までの情報収集とは違う方法で、違う切り口で活動してい

ただけたらと思います。苫小牧市では、企業誘致フェアでの名刺交換から道内

外地道な企業訪問を苫小牧市、商工会議所や港湾管理組合等から成る苫小牧地

区企業誘致連絡協議会で訪問を重ね、また苫小牧市内の地元企業を訪問し、取

引先の情報を収集し、また地元企業にこれからも苫小牧で事業を継続してもら

うために何を求めているかを御用聞きのようにこつこつと聞いて回っている努

力の結果が撤退企業ゼロ社に結びついているのだと思います。佐倉市では、企

業誘致のための企業のターゲット業種は十分検討の上活動されていますでしょ

うか。 



 では、４つの業種に分けまして企業誘致の優位性について伺います。１番目

に、メーカー企業の誘致であれば原材料や資材の調達、施設優位性、人員確保、

税の優遇が挙げられますが、佐倉市の優位性は何でしょうか。 

 ２番目に、貿易付加価値企業誘致であれば成田空港、羽田空港、横浜港、千

葉港の拠点アクセスが挙げられますが、佐倉市の優位性は何でしょうか。 

 ３番目に、物流企業誘致であれば横浜、東松山、柏、船橋の首都圏環状との

関連が挙げられますが、佐倉市の近接性はいかがでしょうか。 

 ４番目に、大手小売企業誘致であれば地域消費市場の立地が挙げられますが、

佐倉市の場合はいかがでしょうか。 

 以上、４業種に対しての企業誘致の佐倉市の優位性、売りはなんでしょうか、

お伺いいたします。 

 

 

○議長（山口文明） 産業振興部長。 

 

 

◎産業振興部長（林洋太郎） お答えいたします。 

 佐倉市の企業立地推進の優位性といたしましては、東関東自動車道のインタ

ー周辺に工業団地があること、千葉港や船橋港など海運の港湾に近接している

こと、成田国際空港に近接していることなど交通インフラに恵まれていること

のほか、東京都心から約 40キロメートルに位置し、大消費地である首都圏に至

近距離であること、さらには市内の工業団地の地盤が安定していることなどが

挙げられます。このようなことから、ご提示いただきましたさまざまな業種に

おきましても優位性があるものと考えております。 

 以上でございます。 

 

 

○議長（山口文明） 橋岡協美議員。 

 

 

◆６番（橋岡協美） ４つの業種に分けて私伺いましたが、その４つの業種に

対して優位性があるという力強いお言葉をいただきましたので、ぜひこの先も

よろしくお願いいたします。 

 千葉県は、本年３月、袖ケ浦市と茂原市の２つの工業団地の造成を 15年ぶり

に決め、平成 25 年に着工し、平成 29 年に分譲を始める方針を発表しました。

東京湾アクアラインの料金引き下げ継続により県南部へのアクセスが改善し、



本年度中には圏央道の木更津東インターチェンジから茂原市を経て東金インタ

ーチェンジに至る経路が開通いたします。これにより成田、羽田の両空港への

利便性が向上し、弱点だった半島性の解消を武器に企業誘致を加速することが

できます。圏央道で利便性が高い埼玉県東松山市は、今後５年間に市内に 10カ

所程度の工業団地を新設する計画があります。埼玉、神奈川の両県も工業団地

整備を進める計画があります。埼玉の分譲価格は１平方メートル当たり平均４

万円と北関東の中では比較的高いのですが、大規模消費地への近さは土地代に

かえられない利点とされています。群馬県は、過去に大きな地震に見舞われた

ことが少なく、東京から 100 キロメートル圏内という優位性があることから、

企業誘致件数では全国の中で上位が続いています。その群馬県もこの７月末に

伊勢崎市と前橋市にまたがるエリアの分譲地が完成し、その南のエリアも平成

26 年度以降の着工が計画されています。このように全国各地の自治体による工

業団地の新規の造成が相次いでいるのが現状です。また、新たな優遇策として

企業立地促進条例の一部を改正し、新たに水道料金の助成制度を設けることで

企業誘致を促進している自治体もあります。企業誘致にとって有利な条件を持

ち、実績もある苫小牧市担当課長が企業誘致の決定打はないので、地道にやっ

ていくしかないと断言していましたが、円高で企業が海外に流出する傾向にあ

り、海外都市との競争で考えますと、シンガポールでは法人税を最大 15年間免

除、その後５年間５割減免、研究開発費の 250％を損金算入できる優遇策をとっ

ています。タイでは、法人税を８年間免除、以降５年間５割減免、輸入原材料

の関税免除という優遇策をとっています。関東近県と海外の状況を述べました

が、これらの地域と比較して佐倉市はどのような戦略で企業誘致をしていくか

お聞かせください。 

 

 

○議長（山口文明） 産業振興部長。 

 

 

◎産業振興部長（林洋太郎） お答えいたします。 

 佐倉市の企業誘致制度につきましては、他市町村と比較しましても助成の内

容、助成期間ともに遜色なく、充実した内容になっているものと考えておりま

す。しかしながら、企業立地は現下の厳しい経済情勢の中、都市間競争が激し

い状況にあることから、誘致制度は絶えず見直しを行っていく必要があるもの

と考えております。昨年度に既に佐倉市に立地していただいている企業の建屋

増築や生産設備の増設などにつきましても１億円以上の投資について助成金の

対象といたしました。また、地元雇用奨励金の拡充のほか、生産設備リース等



につきましても助成対象にする拡充を行っております。今後とも必要に応じた

見直しを行うことによりまして企業立地を推進してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

 

 

○議長（山口文明） 橋岡協美議員。 

 

 

◆６番（橋岡協美） 他自治体も拡充をどんどんしているようです。拡充して

いるうちにこちらの佐倉市の身が細っても仕方がないので、よくそのあたりを

考えていただきたいと思います。 

 先ほど申しました日経新聞の世界を見渡した誘致策に半導体の企業がニュー

ヨーク州に工場を建設するときに州政府が総額９億ドルを支援したことを挙げ、

国内自治体が中途半端な規模で競争しても効果が薄く、国内に必要な産業と雇

用を守るために国と自治体が連携した大規模な策が求められていると記事を結

んでいます。佐倉市では、企業誘致について国を初め県、商工会議所との連携

協力はありますでしょうか。 

 

 

○議長（山口文明） 産業振興部長。 

 

 

◎産業振興部長（林洋太郎） お答えいたします。 

 企業誘致は、税収の増加、雇用の促進、地域産業の活力につながることであ

りまして、市町村だけでなく都道府県あるいは地域の商工会議所におきまして

も大変メリットのあることでございます。これらの意見を踏まえまして、千葉

県や商工会議所とも情報共有や総合調整などを図るなどしているほか、本年７

月より経済産業省からお越しいただいております理事を通じ、同省を初めとし

た国及び関係機関から情報の提供をいただいているところでございます。今後

さらに積極的に連携をしてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

 

○議長（山口文明） 橋岡協美議員。 

 



 

◆６番（橋岡協美） ７月から新たな連携が始まったということですので、効

率的にやっていただきたいと思います。 

 さて、ここまで企業の誘致について伺ってまいりましたが、現在佐倉市内で

事業をしている企業を大切にすることはさらに重要だと考えます。県内香取市

で撤退した企業跡地を無償で用地を提供するという条件を出しても進出する企

業はなかなか見つからないですし、撤退と同時に税収も雇用もなくなってしま

います。地元企業にこれからも佐倉で事業を継続してもらうために何を求めて

いるかを御用聞きののようにこつこつと聞いて周り、撤退企業がないように努

力をしていますでしょうか、お伺いいたします。 

 

 

○議長（山口文明） 産業振興部長。 

 

 

◎産業振興部長（林洋太郎） お答えをいたします。 

 既に立地していただいております企業に対しましては、折に触れ直接企業訪

問したり、工業団地内の 100 以上の事業所が参加しております工業団地連絡協

議会や商工会議所などを通じまして、既存企業の皆様のご要望等につきまして

も伺うなどして鋭意信頼関係の構築に取り組んでおるところでございます。去

る 11 月 13 日には、中小企業施策セミナーと題しまして佐倉商工会議所におき

まして中小企業基盤整備機構や千葉県、千葉県信用保証協会の職員に来ていた

だき、市内中小企業の方々を対象といたしまして中小企業基盤整備機構の経営

支援制度の活用事例や市を含む各団体の中小企業支援施策につきましてご紹介

をいたしたところでございます。このセミナーは、市内企業を訪問する中で具

体的な成功事例を伺いましたことから、ぜひ他の中小企業の皆様にもご紹介し

ようと市が積極的に関係機関等に働きかけた結果、市と商工会議所の共催とい

う形で実現をしたものでございます。また、その後のフォローアップといたし

まして、中小企業基盤整備機構から同機構アドバイザーによる出張相談会の開

催についてご提案をいただいており、現在商工会議所を通じ市内企業の希望を

募っているところでございます。今後とも企業訪問等を積極的に行うなどして

事業者の皆様と情報交換を行い、信頼関係を築いてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

 

 



○議長（山口文明） 橋岡協美議員。 

 

 

◆６番（橋岡協美） 今おっしゃられたのは、中小企業基盤整備機構でよろし

いですよね。のセミナーを行っていたということで、中小企業に対して一流企

業の第一線で活躍していた方がアドバイザーとして佐倉市内の企業に助言をし

てくださるシステムだそうです。この専門家の派遣は半年から１年で、平均月

２回程度お願いできるそうです。企業が負担する費用は１人１日当たり１万

6,000円。１万 6,000円で企業のトップが、企業の第一線で活躍していた方のお

知恵をいただけるということです。大変有効な方法だと思いますので、ぜひＰ

Ｒをし、この出張相談会に結びつけていただきたいと思います。佐倉市の商工

数は 3,800あります。しかしながら、この機構を利用した企業は 21社です。割

合でいうと 0.55％というように大変低いのが現状ですので、こつこつと聞いて

回り、足で稼ぐしかありませんので、担当者は大変だと思いますが、よろしく

お願いいたします。 

 先日積極的な企業誘致に取り組んでいる厚木市の企業立地フォーラムに参加

しました。フォーラムには、企業などから 168 人が出席、小林市長みずからが

集まった企業を前に平成 27年度に立地可能になる産業用地のほか、固定資産税

減免や雇用奨励金支給などの企業支援策についてプレゼンテーションを実施し、

市内に立地する優位性をアピールしました。厚木市は、東名高速道路厚木イン

ターチェンジに近く、企業の集積が進み、多くの企業や大学が立地しています

が、さがみ縦貫道路、圏央道や新東名の開通が予定されている中、厚木市への

企業立地の関心がさらに高まることが予想されています。事例紹介では、市内

に事業所を構え、１万 6,000 人の雇用を生み出している日産自動車株式会社が

企業から見た厚木市の魅力を話しました。このフォーラムは、企業が出席しや

すいように東京丸の内で開催し、市長を初め担当課、議長、副議長、都市経済

常任委員会委員長を初め委員、商工会議所、さらには産業用地の地権者も出席

し、意気込みの高さを感じました。佐倉市として今後このような企業立地セミ

ナーを開催する予定はありますでしょうか、お伺いいたします。 

 

 

○議長（山口文明） 産業振興部長。 

 

 

◎産業振興部長（林洋太郎） お答えいたします。 

 佐倉市といたしましては、企業立地企業を含めた企業訪問やアンケート調査



などの情報収集に努めており、これらの結果を分析する中で厚木市のような企

業立地セミナーの開催の必要性を見きわめた上で判断してまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

 

 

○議長（山口文明） 橋岡協美議員。 

 

 

◆６番（橋岡協美） 私は、今回苫小牧市、厚木市と例を挙げておりますが、

佐倉市が苫小牧市になろう、厚木市になろうという話ではなく、佐倉市ならで

はの企業誘致の方法をしっかりと確立してほしいから質問をしております。で

すので、おっしゃるとおり今の段階ではこういった企業立地セミナーを開催す

る必要性は私も感じてはおりませんけれども、ホームページにもきちんと書い

ておりますとおり、オーダーメードの支援というふうにございますので、１件

１件細かな支援をしていく、ご相談に乗るということが大事ではないでしょう

か。そのあたりをもう一度練り直していただけたらと思います。 

 佐倉市の平成 23年度決算で商工費３億 5,600 万円、歳出全体に占める割合が

0.9％と限られた予算ですので、先ほどの答弁にありましたように国の施策を取

り入れた企業振興策を今まで以上にＰＲして、産業振興につなげていただきた

いと思います。また、庁舎耐震診断結果を受け、産業振興課はやむを得ず草ぶ

えの丘に移転しましたが、これから歳入増の稼ぎ頭となる産業振興課の立地が

草ぶえの丘で企業誘致初め産業振興が本当に図れるのでしょうか。企業誘致担

当者は企画政策課と兼務していますが、ホームページには産業振興課の執務は

草ぶえの丘実習室で行っていると明記してあります。つまり外部から見ると産

業振興課は草ぶえにあるということを佐倉市で言っているということです。私

は、２月の定例会で佐倉図書館の老朽化に伴い、佐倉市立美術館と複合化も視

野に入れた公共施設に展開し、ファシリティマネジメントの推進につなげてほ

しいと申しました。この２つの施設の複合化とともに、歴史のまち佐倉の顔と

なる新町に産業振興課を立地させることを視野に検討してはいかがでしょうか。

草ぶえの丘に立地させるよりまちの活性化と観光の振興が図れると考えます。

企業誘致の場合は、法人住民税、固定資産税、そしてまた雇用機会の拡大、そ

れに伴う個人住民税の収入と短期的にも本当に佐倉市の歳入に貢献する事業で

ありますので、今後も他地域との優位性を前面に出して企業誘致をしていただ

きたいと思います。 

 さて、今回の議会では生産年齢人口の増加策として大学誘致の要請の意見書



をさくら会で提出いたします。大学誘致の場合は、固定資産税、法人住民税、

個人住民税の歳入が少しだけしか見込まれないので、企業誘致とは全く性格が

違うものであることを十分に踏まえて考えなければなりません。しかしながら、

例えば平成 23年度佐倉市の婚活事業延べ参加人数は男性参加者 140名、女性参

加者 136 名で、その結果３組の成婚につながり、２組が佐倉市に定住すること

になりましたが、生産年齢人口の増加策はなかなか難しいことをあらわしてい

ると思います。昨日高木議員が佐倉市の活性化の中で通勤特急の話題を出しま

したが、この通勤特急というのは朝と夜のみ走行している特急で、佐倉、臼井、

ユーカリが丘、志津と停車しまして、その後勝田台から先は特急で運転してい

るものです。この通勤特急を昼間の時間帯に何本か走らせることで、佐倉市内

から神奈川県、埼玉へ通学している大学生の市外流出を防ぐことができるので

はないでしょうか。昨日の市長答弁で、大学が佐倉に来たいという計画は現時

点ではないが、その計画があれば財政支援は難しくても歓迎し、できるだけ手

伝いたいとありました。今回の意見書は、議会として大学の誘致を要請する意

思表明でありますので、企業誘致とは違った側面から佐倉市の活性化のために、

そしてワンランク上の品格あるまちづくりを実現するために、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 では、次の質問に移ります。薬物乱用防止教育について伺います。現在薬物

の乱用防止については、小中学校で薬物乱用防止教育が行われていますが、児

童生徒を取り巻く環境がさらに大きく変化しているところでございます。最近

憂慮されている問題は脱法ハーブについてです。平成 24年３月に脱法ドラッグ

に対する指導取り締まりの強化についての通知が実施されました。脱法ハーブ

をめぐっては、使用して救急搬送されるケースが全国で相次ぎ報告され、場合

によっては死亡する例も報告され、また大阪市では脱法ハーブを使用した者が

乗用車で商店街を暴走し、通行中の市民に重軽傷を負わせる事故も発生してい

るのは皆様ご存じのとおりです。脱法ハーブを初めとする脱法ドラッグは、イ

ンターネットや店舗で安易に入手できることから、若者を中心に乱用が広がっ

ており、より依存性の高い麻薬、覚醒剤などの違法薬物に手を染めるきっかけ

となるゲートウエードラッグとしての危険性も指摘されています。佐倉市内の

小中学校でこの脱法ハーブを含めて薬物乱用防止教育はどのように行われてい

るか伺います。 

 

 

○議長（山口文明） 教育長。 

 

 



◎教育長（葛西広子） お答えいたします。 

 佐倉市内の小中学校における薬物乱用防止教育は、全ての学校において行わ

れています。また、多くの小学校では警察署職員や学校薬剤師、佐倉むらさき

ライオンズクラブなどの外部講師を招いて、薬物乱用防止教室を開催しており

ます。中学校では、新学習指導要領への移行により保健体育科の薬物乱用と健

康及び医薬品の有効利用の単元において薬に関する学習が開始されており、薬

物の危険性をより詳細に学んでおります。さらに、学校薬剤師などの外部講師

による薬物乱用防止教室を開催している学校もございます。脱法ハーブにつき

ましては、市内小中学校 34校のうち指導済みまたは予定している学校が半数あ

り、ほかは今後の導入について検討中の状況でございます。 

 以上でございます。 

 

 

○議長（山口文明） 橋岡協美議員。 

 

 

◆６番（橋岡協美） 薬物乱用防止教育は、防災教育のポイントと同じで機会

があるたびに繰り返し伝え、映像などを交え自分で考えさせることが大事です。

また、家庭や地域の協力が必要で、薬物乱用防止教室は可能な限り公開授業に

し、薬物の危険性や現状を家庭に知ってもらうことも必要です。脱法ハーブを

使用した者が事件、事故を起こしたときには警察が取り締まります。インター

ネット上や店舗で違法薬物が含まれた脱法ハーブが見つかれば、千葉県健康福

祉部、保健所で指導をします。では、安易に手に入れることができる状況下で

子供たちを薬物乱用の危険や脱法ハーブの恐ろしさからどのように守るのでし

ょうか。教育ではありませんか。薬物乱用防止教室の開催以外での方策を伺い

ます。 

 

 

○議長（山口文明） 健康こども部長。 

 

 

◎健康こども部長（石井肇） お答えいたします。 

 薬物乱用防止に対する取り組みは、さまざまな機会を捉え、薬物の危険性に

ついて多くの市民に知っていただくことが大切でございます。佐倉市では、成

人式や青少年育成事業などの機会を利用して啓発資料の配付や千葉県薬物乱用

防止指導員に保護司や民生・児童委員、青少年相談員を推薦し、薬物乱用防止



活動に従事していただくなどのほか、教育委員会におきましても保護者が学ぶ

家庭教育学級で薬物の危険性について学習をしております。また、地域では保

護司や更生保護女性会、青少年育成住民会議などの皆様で組織する南部地区薬

物乱用防止対策協議会を設置していただき、根郷、和田、弥富地区でのお祭り

や街頭等で薬物乱用の実態と恐ろしさなどを知っていただく予防啓発活動を展

開していただいております。今後も関係機関や地域の方々と連携し、薬物乱用

防止活動を進めるとともに、「こうほう佐倉」や市のホームページ、広報番組も

活用し、啓発の充実を図ってまいります。 

 

 

○議長（山口文明） 橋岡協美議員。 

 

 

◆６番（橋岡協美） ちょっとした好奇心で薬物に手を出したばかりに脳や神

経が侵され、二度ともとの健康な体を取り戻すことができなくなります。幻覚

があらわれて他人を傷つけてしまうこともあり、家族や社会に大きな迷惑をか

けてしまいますので、機会があるたびに啓発をしていただきたいと思います。

この啓発のための合い言葉に「ダメ。ゼッタイ。」という言葉があります。「ダ

メ。ゼッタイ。」という合い言葉を浸透できるような形でお願いしたいと思いま

す。 

 次に、未成年者の喫煙の防止、特に小中学生の喫煙の防止について伺います。

未成年者の喫煙は、未成年者喫煙禁止法という法律で禁じられていますが、14

歳までに喫煙をするとがんになる確率が約４倍、心臓病は 10倍になると言われ

ています。また、薬物乱用に手を染める青少年の 99％は喫煙者であり、未成年

者の喫煙は非行の入り口となっているのが現状です。佐倉市内の小中学校での

喫煙防止教育はどのようになされていますでしょうか。過去に市内小中学校内

で児童生徒の喫煙の報告はありましたでしょうか。 

 

 

○議長（山口文明） 教育長。 

 

 

◎教育長（葛西広子） お答えいたします。 

 全ての小中学校で薬物乱用防止教育を実施しており、あわせてたばこの害に

ついても指導をしております。たばこの煙の中には、有害物質が含まれている

ことや運動能力の低下などさまざまな急性影響があらわれること、また常習的



な喫煙により肺がんや心臓病などさまざまな病気を起こしやすくなることなど

を学習しております。 

 次に、市内小中学校内での喫煙の報告についてでございますが、学校内での

喫煙の報告はございませんが、学校外において生徒指導を行う中で、他の指導

も含めて喫煙の指導を行った事例はございます。 

 以上でございます。 

 

 

○議長（山口文明） 橋岡協美議員。 

 

 

◆６番（橋岡協美） 夜、夜間のパトロールをいたしますと、中学生がたむろ

している。声をかける。逃げていく姿とともにたばこの吸い殻と缶酎ハイみた

いものが置いてあることもあります。こんばんはと声をかけて話すことが大事

だと思いますので、学校でも、また保護者会等でも指導していただきたいと思

います。 

 次に、受動喫煙の害について伺います。たばこの煙には、ニコチンや一酸化

炭素、タールなどが含まれていますが、たばこの煙は吸う煙、主流煙よりも火

のついたほうからの煙、副流煙に害があるものが多く含まれています。たばこ

を吸っている人のそばでこの煙を吸う受動喫煙は健康に害があり、主流煙に比

べて副流煙にはタールが 3.4倍、一酸化炭素が 4.7倍、ニコチンが 2.8 倍含まれ

ています。佐倉市としては、受動喫煙の害についてどのような対策をしていま

すでしょうか。学校の施設面と小中学生に対する教育の面で伺います。 

 

 

○議長（山口文明） 教育長。 

 

 

◎教育長（葛西広子） お答えいたします。 

 児童生徒の喫煙防止の指導とともに受動喫煙の健康面への害について知らせ

ていくことは大切なことであると考えております。学校の施設面につきまして

は、現在全ての小中学校におきまして敷地内禁煙の措置をとっており、受動喫

煙の防止に努めているところでございます。また、学校敷地内においては終日

禁煙であるため、児童生徒がいる時間帯だけでなく、来校する施設利用者及び

保護者に対する周知も行っております。今後も学校や施設を利用する皆様に禁

煙のマナーの周知徹底ができるよう努めてまいります。 



 次に、児童生徒への教育面でございますが、受動喫煙の害につきましてもた

ばこの害の学習の中であわせて指導しております。また、各学校で実施してお

ります家庭教育学級においても薬物乱用防止の学習の中で受動喫煙の害につい

て知らせ、家庭の協力と啓発に努めております。 

 以上でございます。 

 

 

○議長（山口文明） 橋岡協美議員。 

 

 

◆６番（橋岡協美） 土日の施設利用者、野球、サッカー等ございますが、や

はり保護者の方が敷地内禁煙なので、敷地外、校門の近くでたばこを吸ってい

ます。そこを子供たちが通らなければいけませんので、きちんと指定されたと

ころで吸っていただくようにご指導お願いいたします。 

 佐倉市のたばこ税による税収は８億 4,335 万円ございます。また、市外在住

の市職員の喫煙者の方々は、たばこをなるべく佐倉市で購入する努力をしてく

ださっていると伺い、税収の維持と増収に協力をしてくださっていると感謝し

ております。しかしながら、喫煙者の皆様も未成年者や妊産婦の喫煙には眉を

ひそめるかと思います。青少年の薬物乱用と喫煙がいかに危険かを家庭はもち

ろん学校、地域で正しく教えることが青少年の健全育成につながります。市長

が進める子育て支援策、青少年の健全育成の重要な方策の一つとして今後も力

を入れてくださいますよう要望いたしまして、私の質問は終了いたします。あ

りがとうございました。 

 

 

○議長（山口文明） これにて橋岡協美議員の質問は終結いたします。 

 この際、暫時休憩いたします。 

          午前１０時４９分休憩 

 


